
平成

三

年 月 日 金曜日

安
林

一
の

二

山 口 県

大
山

森

（定期）報

○
告保

○
公契特 毎

第 号

土
砂
の
流
出
の
防
備

指
定
施
業
要
件

を
次
の
よ
う
に
指
定
す
る
。

平
成
二
十
六
年
一
月
二
十
四
日

保
安
林
の
所
在
場
所

萩
市
大
字
佐
々
並
字
長
瀬
六
一
か

一
か
ら
一
〇
一
九
の
三
ま
で
、
一

指
定
の
目
的

規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
一

告

口
県
告
示
第
三
十
三
号

林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二

目

次

示安
林
の
指
定
（
萩
市
）
（
森
林
整
備

告約
の
締
結
（
情
報
企
画
課
）
…
…
…

定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証

週
火
・
金
曜
日
発
行

山
口
県
知
事
職
務

山
口
県
副
知

ら
六
三
ま
で
、
字
東
長
瀬
一
〇

〇
二
〇
、
一
〇
二
二

項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
聴
取
（
六
件

示

百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の

課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

の
申
請
（
県
民
生
活
課
）
…
…
…
…
…代

理
者

事

藤

部

秀

則

一
六
、
一
〇
一
八
、
一
〇
一
九

）
（
商
政
課
）
…
…
…
…
…
…
二

二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
保

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

平 成 年
月 日

（金曜日）

六

落
札
金
額

十
億
千
二
百
八
十
五
万
千

総
合
企
画
部
情
報
企
画
課

二

落
札
に
係
る
特
定
役
務
の

電
子
県
庁
基
幹
シ
ス
テ
ム

三

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し

一
般
競
争
入
札

四

落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
二
十
五
年
十
一
月
十

五

落
札
者
の
名
称
及
び
そ
の

株
式
会
社
日
立
ソ
リ
ュ
ー

（
一
四
）
契
約
の
締
結

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札

平
成
二
十
六
年
一
月
二
十

一

事
務
を
担
当
す
る
課
の
名

４

間
伐
に
係
る
森
林
は

立
木
の
伐
採
の
限
度
並

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の

産
部
森
林
整
備
課
及
び
萩
市
農

公

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

次
の
森
林
に
つ
い
て

萩
市
大
字
佐
々
並
字

て
次
の
図
に
示
す
部
分

２

そ
の
他
の
森
林
に
つ

３

主
伐
と
し
て
伐
採
を

期
齢
以
上
の
も
の
と
す

円
山
口
市
滝
町
一
番
一
号

名
称
及
び
数
量

再
構
築
業
務

一
式

た
手
続

二
日

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

シ
ョ
ン
ズ

東
京
都
品
川
区
東
品

の
方
法
に
よ
り
契
約
を
締
結
し
ま

四
日

山
口
県
知
事

山
口
県

称
及
び
所
在
地

、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹

と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図

林
水
産
部
林
政
課
に
備
え
置
い
て

告

は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

東
長
瀬
一
〇
一
六
・
一
〇
一
八
・

に
限
る
。
）
、
一
〇
一
九
の
三

い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を

す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
萩

る
。

一

川
四
丁
目
一
二
番
七
号

し
た
。

職
務
代
理
者

副
知
事

藤

部

秀

則

種面
及
び
関
係
書
類
を
山
口
県
農
林

縦
覧
に
供
す
る
。
）

一
〇
一
九
の
一
（
以
上
三
筆
に
つ

定
め
な
い
。

市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準

水 い伐

告

示

公

告



平成 年 月 日 金曜日

三
供す社

山 口

の
縦

一二

（定期）県 報

（
一特

り
特同

月
二

第 号

七八

名

称

代

表

者

の

氏

名

伊

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

宇

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

障
が
い
を
持
つ
子
ど
も
及
び
障
が

す
る
と
共
に
、
基
本
的
生
活
習
慣

る
事
業
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
女

会
の
実
現
、
福
祉
の
増
進
に
寄
与

覧
に
供
し
ま
す
。

平
成
二
十
六
年
一
月
二
十
四
日

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
四
日

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法

総
合
評
価

五
）
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設

定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十

定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認

項
第
一
号
、
第
二
号
イ
、
第
五
号

十
四
日
ま
で
の
間
、
山
口
県
環
境

入
札
公
告
日

平
成
二
十
五
年
八
月
二
十
七
日

そ
の
他

契
約
担
当
者

山
口
県
知
事

山
本
繁
太
郎

調
達
方
法

購
入
等

落
札
方
式

藤

康
文

部
市
居
能
町
三
丁
目
一
三
番
二

い
を
持
つ
お
と
な
に
対
し
て
、

を
身
に
つ
け
る
場
、
学
習
の
場

性
の
社
会
進
出
を
支
援
し
、
安

す
る
こ
と
。

山
口
県
知
事
職
務

山
口
県
副
知

人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及

立
の
認
証
の
申
請

年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一

証
の
申
請
が
あ
り
ま
し
た
。

、
第
七
号
及
び
第
八
号
に
掲
げ

生
活
部
県
民
生
活
課
及
び
山
口

七
号

安
心
し
て
過
ご
せ
る
場
所
を
提

を
提
供
し
、
家
族
の
手
助
け
を

心
し
て
子
育
て
が
で
き
る
地
域

代
理
者

事

藤

部

秀

則

び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

る
書
類
は
、
平
成
二
十
六
年
二

県
宇
部
県
民
局
に
お
い
て
公
衆

平
成
二
十
六
年
一
月
二
十

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

名

称

（
仮
称
）
ド

所
在
地

周
南
市
古
泉

二

意
見
の
概
要

交
通
に
係
る
事
項
、
騒
音

（
一
七
）
大
規
模
小
売
店
舗
立

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（

二
十
五
年
八
月
二
十
七
日
山
口

周
南
市
か
ら
意
見
を
聴
き
ま
し

当
該
意
見
は
、
平
成
二
十
六

労
働
部
商
政
課
及
び
周
南
市
経

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

名

称

（
仮
称
）
ド

所
在
地

山
口
市
平
井

二

意
見
の
概
要

騒
音
の
発
生
に
係
る
事
項

る
。

（
一
六
）
大
規
模
小
売
店
舗
立

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（

二
十
五
年
八
月
二
十
七
日
山
口

山
口
市
か
ら
意
見
を
聴
き
ま
し

当
該
意
見
は
、
平
成
二
十
六

労
働
部
商
政
課
及
び
山
口
市
経

平
成
二
十
六
年
一
月
二
十

四
日

山
口
県
知
事

山
口
県

及
び
所
在
地

ラ
ッ
グ
コ
ス
モ
ス
古
泉
店

一
丁
目
一
〇
七
四
の
一

の
発
生
に
係
る
事
項
等
に
つ
い
て

地
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第

県
公
告
（
三
〇
三
）
に
係
る
大
規

た
。

年
一
月
二
十
四
日
か
ら
同
年
二
月

済
産
業
部
商
工
振
興
課
に
お
い
て

山
口
県
知
事

山
口
県

及
び
所
在
地

ラ
ッ
グ
コ
ス
モ
ス
平
井
店

字
大
道
一
二
一
六

、
廃
棄
物
に
係
る
事
項
、
街
並
み

地
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第

県
公
告
（
三
〇
二
）
に
係
る
大
規

た
。

年
一
月
二
十
四
日
か
ら
同
年
二
月

済
産
業
部
商
工
振
興
課
に
お
い
て

四
日

職
務
代
理
者

副
知
事

藤

部

秀

則

配
慮
を
求
め
る
。

る
意
見
の
聴
取

八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お

二
十
四
日
ま
で
の
間
、
山
口
県
商

公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

職
務
代
理
者

副
知
事

藤

部

秀

則

づ
く
り
等
に
つ
い
て
配
慮
を
求

る
意
見
の
聴
取

八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お

二
十
四
日
ま
で
の
間
、
山
口
県
商

公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

二

成り工 め 成り工



平成 年 月 日 金曜日

一二

山 口 県

（
一大

二
十

岩
国当

労
働

（定期）報

一二

第 号

（
一大

二
十

宇
部当

労
働

平
成
二
十
六
年
一
月
二
十
四
日

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所

名

称

フ
ジ
グ
ラ
ン
岩
国

所
在
地

岩
国
市
麻
里
布
町
二

意
見
の
概
要

特
に
配
慮
を
求
め
る
事
項
は
な
い

九
）
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第

規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十

五
年
八
月
二
十
七
日
山
口
県
公
告

市
か
ら
意
見
を
聴
き
ま
し
た
。

該
意
見
は
、
平
成
二
十
六
年
一
月

部
商
政
課
及
び
岩
国
市
産
業
振
興

平
成
二
十
六
年
一
月
二
十
四
日

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所

名

称

フ
ジ
西
宇
部
店

所
在
地

宇
部
市
大
字
際
波
一

意
見
の
概
要

特
に
配
慮
を
求
め
る
事
項
は
な
い

八
）
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第

規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十

五
年
八
月
二
十
七
日
山
口
県
公
告

市
か
ら
意
見
を
聴
き
ま
し
た
。

該
意
見
は
、
平
成
二
十
六
年
一
月

部
商
政
課
及
び
宇
部
市
産
業
経
済

山
口
県
知
事
職
務

山
口
県
副
知

在
地

丁
目
七
二
の
五

。 八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
意

年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条

（
三
〇
五
）
に
係
る
大
規
模
小

二
十
四
日
か
ら
同
年
二
月
二
十

部
商
工
振
興
課
に
お
い
て
公
衆

山
口
県
知
事
職
務

山
口
県
副
知

在
地

三
一
二
の
一

。 八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
意

年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条

（
三
〇
四
）
に
係
る
大
規
模
小

二
十
四
日
か
ら
同
年
二
月
二
十

部
商
業
振
興
課
に
お
い
て
公
衆

代
理
者

事

藤

部

秀

則

見
の
聴
取

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成

売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り

四
日
ま
で
の
間
、
山
口
県
商
工

の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

代
理
者

事

藤

部

秀

則

見
の
聴
取

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成

売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り

四
日
ま
で
の
間
、
山
口
県
商
工

の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

平
成
二
十
六
年
一
月
二
十

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

名

称

フ
ジ
新
南
陽

所
在
地

周
南
市
政
所

二

意
見
の
概
要

特
に
配
慮
を
求
め
る
事
項

（
二
一
）
大
規
模
小
売
店
舗
立

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（

二
十
五
年
八
月
二
十
七
日
山
口

周
南
市
か
ら
意
見
を
聴
き
ま
し

当
該
意
見
は
、
平
成
二
十
六

労
働
部
商
政
課
及
び
周
南
市
経

平
成
二
十
六
年
一
月
二
十

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

名

称

ド
ラ
ッ
グ
ス

所
在
地

美
祢
市
大
嶺

二

意
見
の
概
要

特
に
配
慮
を
求
め
る
事
項

（
二
〇
）
大
規
模
小
売
店
舗
立

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（

二
十
五
年
八
月
二
十
七
日
山
口

美
祢
市
か
ら
意
見
を
聴
き
ま
し

当
該
意
見
は
、
平
成
二
十
六

労
働
部
商
政
課
及
び
美
祢
市
建

四
日

山
口
県
知
事

山
口
県

及
び
所
在
地

店二
丁
目
二
番
一
号

は
な
い
。

地
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第

県
公
告
（
三
〇
七
）
に
係
る
大
規

た
。

年
一
月
二
十
四
日
か
ら
同
年
二
月

済
産
業
部
商
工
振
興
課
に
お
い
て

四
日

山
口
県
知
事

山
口
県

及
び
所
在
地

ト
ア
モ
リ
美
祢
店

町
東
分
二
八
七
の
一

は
な
い
。

地
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第

県
公
告
（
三
〇
六
）
に
係
る
大
規

た
。

年
一
月
二
十
四
日
か
ら
同
年
二
月

設
経
済
部
商
工
労
働
課
に
お
い
て

三

職
務
代
理
者

副
知
事

藤

部

秀

則

る
意
見
の
聴
取

八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お

二
十
四
日
ま
で
の
間
、
山
口
県
商

公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

職
務
代
理
者

副
知
事

藤

部

秀

則

る
意
見
の
聴
取

八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お

二
十
四
日
ま
で
の
間
、
山
口
県
商

公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

成り工 成り工



平
成
二

平
成
二
十
六
年
一
月
二
十
四
日
印
刷

十
六
年
一
月
二
十
四
日
発
行

発
行
所

山

口

発
行
人

山
口
県
県

庁
知
事


